
『
決
定
往
生
集
』
訳
註
（
六
）

第
六
除
障
決
定
〜
第
七
事
縁
決
定

服

部

純

啓

【
抄
録
】

本
稿
は
、
珍
海
（
一
〇
九
二
〜
一
一
五
二
）
撰
『
決
定
往
生
集
』
諸
本
の
う
ち
、

現
時
点
で
は
最
良
の
本
文
を
提
供
す
る
と
見
ら
れ
る
、
元
禄
九
年
版
本
の
、
第
六

「
除
障
決
定
」
か
ら
第
七
「
事
縁
決
定
」
ま
で
の
訓
読
と
現
代
語
訳
で
あ
る
。

『
決
定
往
生
集
』
の
諸
本
に
つ
い
て
は
、
坂
上
雅
翁
「『
決
定
往
生
集
』
諸
本
攷
」

（『
淑
徳
短
期
大
学
研
究
紀
要
』
第
三
〇
号
、
一
九
九
一
、
淑
徳
短
期
大
学
）
等

を
参
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
坂
上
「
禅
林
寺
本
『
決
定
往
生
集
』
の
研
究
（
一
）

〜
（
三
）」（『
淑
徳
短
期
大
学
研
究
紀
要
』
第
三
二
〜
三
四
号
、
一
九
九
三
〜
一

九
九
五
）
で
は
禅
林
寺
本
の
翻
刻
、
訓
読
が
な
さ
れ
て
い
る
。
又
、
成
瀬
隆
順

「
禅
那
院
珍
海
已
講
の
浄
土
教
思
想
」（
早
稲
田
大
学
へ
の
学
位
請
求
論
文
、
二

〇
一
九
）
で
は
「
修
因
決
定
」
の
み
訓
読
と
典
拠
調
査
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
第

六
決
定
以
降
の
現
代
語
訳
と
し
て
は
本
稿
が
初
の
試
み
で
あ
る
。

作
業
の
過
程
で
本
庄
良
文
元
佛
教
大
学
教
授
に
ご
指
導
を
賜
っ
た
。
ま
た
、
奈

良
県
立
図
書
情
報
館
に
は
、
貴
重
な
資
料
の
閲
覧
、
複
写
を
許
可
頂
き
、
本
稿
掲

載
に
関
し
て
も
格
別
の
ご
配
慮
を
賜
っ
た
。
御
礼
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド
：『
決
定
往
生
集
』、
珍
海
、
除
障
決
定
、
事
縁
決
定

【
凡
例
】

一
、
底
本
（
○底
）
は
奈
良
県
立
図
書
情
報
館
所
蔵
、
元
禄
九
（
一
六
九
六
）
年
版

本
を
使
用
す
る
。

一
、
校
本
に
は
左
記
の
資
料
を
用
い
た
。

○寛
：
寛
文
五
（
一
六
六
五
）
年
版
、（
※
宝
永
七
（
一
七
一
〇
）
年
版
も
同

じ
版
木
で
あ
る
た
め
本
稿
で
は
記
載
し
な
い
。）

○大
：『
大
正
新
修
大
蔵
経
』
第
八
四
巻
所
収
本

○浄
：『
浄
土
宗
全
書
』
第
一
五
巻
所
収
本

一
、
本
稿
は
、
上
段
か
ら
校
異
、
訓
読
、
現
代
語
訳
の
順
で
掲
載
す
る
。

一
、
訓
読
の
本
文
中
に
元
禄
版
（
丁
数
、
左
右
）
を
記
す
。

一
、
末
尾
に
底
本
の
複
写
を
添
付
し
、
下
部
に
は
丁
数
（
〇
丁
右
、
〇
丁
左
）
を

記
載
す
る
。
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一
、
問
答
箇
所
は
、
現
代
語
訳
に
【
問
】・【
答
】
と
適
宜
記
載
し
た
。

一
、
底
本
に
基
づ
き
旧
字
は
改
変
せ
ず
訓
読
を
行
っ
た
が
、
異
体
字
は
環
境
の
許

す
限
り
正
字
に
改
め
た
。
現
代
語
訳
に
は
原
則
常
用
漢
字
を
使
用
し
た
。

一
、
捨
て
仮
名
は
基
本
的
に
そ
の
ま
ま
記
載
し
た
。

一
、
割
注
な
ど
の
文
字
の
小
さ
い
箇
所
は
〈

〉
で
括
っ
た
。

①
○底「
餘
」○寛「
余
」

②
○底
「
報
」
○寛
○大

○浄
「
業
報
」

③
○底
「
徧
」
○寛
○大

○浄
「
遍
」

④
○底
「
徧
」
○寛
○大

○浄
「
遍
」

⑤
○底
「
徧
」
○寛
○大

○浄
「
遍
」

⑥
○底
「
念
佛
」
○大

「
佛
」

⑦
○底
「
徧
」
○寛
○大

○浄
「
遍
」

（
五
十
五
丁
右
）
第
六
に
除
障
決
定
と
は
、
夫
れ
念
佛
す

る
者
は
、
内
に
業
惑
を
滅
し
、
外
に
魔
鬼
を
防
ぎ
、
現
に
九

横
を
避
け
、
後
に
八
難
を
滅
す
。
凡
そ
是
れ
障
る
者
、
こ
れ

を
除
か
ず
と
い
ふ
こ
と
無
し
。『
觀
經
の
疏
』
に
云
く
、

「『
大
論
』
に
云
く
、《
餘
①
の
三
昧
は
或
は
嗔
を
治
し
て
、

貪
を
治
せ
ず
。
或
は
三
毒
を
治
し
て
業
を
治
せ
ず
。
或
は
業

を
治
し
て
報
②
を
治
せ
ず
。
是
の
念
佛
三
昧
の
若
き
は
、
徧

③
く
一
切
を
治
し
、
徧
④
く
三
毒
を
治
し
、
徧
⑤
く
三
障
を

治
す(1

)》」
と
。〈
云
云
〉
耆
婆
去
る
時
、
呵
梨
勒
獨
り
歌
ふ
。

能
忍
隠
れ
た
ま
ふ
と
雖
も
、
念
佛
⑥
す
る
も
の
は
ま
た
憂
へ

ず
。
其
れ
是
れ
徧
⑦
く
治
し
て
、
人
と
し
て
識
ら
ざ
る
こ
と

無
き
を
以
て
の
故
に
。

第
六
に
除
障
決
定
と
は
、
そ
も
そ
も
念
仏
す
る
者
は
、
内
に
お
い
て
は
業

と
惑
を
滅
し
、
外
に
お
い
て
は
悪
魔
や
鬼
神
を
防
ぎ
、
現
生
に
お
い
て
は
九

つ
の
災
難
を
避
け
て
、
死
後
に
お
い
て
は
八
つ
の
難
を
滅
す
る
。
お
よ
そ
障

害
を
除
か
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
。〔
吉
蔵
の
〕『
観
経
義
疏
』
に
い
う
。

「『
大
智
度
論
』
に
い
う
。《
他
の
三
昧
は
、
あ
る
い
は
瞋
欲
を
制
圧
し
て
、

貪
欲
を
制
圧
し
な
い
。
あ
る
い
は
三
毒
を
治
し
て
業
を
制
圧
し
な
い
。
あ
る

い
は
業
を
治
し
て
〔
業
の
〕
報
い
を
治
さ
な
い
。
こ
の
念
仏
三
昧
は
、
広
く

す
べ
て
を
治
し
て
、
あ
る
い
は
広
く
三
毒
を
治
し
て
、
広
く
三
つ
の
障
害
を

治
す
》」
云
々
と
。（
釈
迦
の
主
治
医
で
あ
る
）
耆
婆
が
亡
く
な
る
時
、〔
他

の
薬
草
は
泣
い
た
の
に
〕
呵
梨
勒
〔
の
木
〕
だ
け
が
歌
っ
た
。
釈
迦
が
お
亡

く
な
り
に
な
っ
て
も
、
念
仏
す
る
も
の
は
憂
う
こ
と
が
な
い
。
そ
れ
も
こ
れ

も
広
く
治
す
と
、
誰
も
が
認
識
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

又
經
に
説
き
て
言
く
、「
但
だ
佛
の
名
、（
五
十
五
丁
左
）

ま
た
経
に
説
い
て
い
う
。「
た
だ
仏
の
御
名
や
、
二
菩
薩
の
御
名
を
聞
く

佛
教
大
学
法
然
仏
教
学
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要

第
一
〇
号

一
〇
二



⑧
○底「
號
」○寛「
号
」

⑨
○底「
數
」○寛「
数
」

二
菩
薩
の
名
を
聞
く
に
、
無
量
劫
の
生
死
の
罪
を
除
く
。
何

に
況
や
憶
念
せ
ん
を
や(2

)」。
又
下
品
下
生
に
云
く
、「
佛
名
を

稱
す
る
が
故
に
、
念
念
の
中
に
於
て
、
八
十
億
劫
の
生
死
の

罪
を
除
く(3

)」
と
。
是
の
如
き
等
の
文
、
但
だ
名
號
⑧
を
以
て
、

諸
の
罪
障
を
滅
す
。〈
此
等
の
劫
數
⑨
は
、
或
は
造
業
の
時

量
、
或
は
受
報
の
分
齊
な
り
。
然
れ
ど
も
多
く
は
是
れ
果
報

の
時
な
り
。〉

だ
け
で
も
、
計
り
知
れ
な
い
輪
廻
の
罪
を
取
り
除
く
。
ま
し
て
憶
念
す
る
も

の
は
い
う
ま
で
も
な
い
」
と
。
ま
た
（『
観
経
』）
下
品
下
生
に
い
う
。「
仏

の
御
名
を
称
え
る
か
ら
、
そ
の
一
念
一
念
の
中
に
お
い
て
、
八
十
億
劫
の
輪

廻
の
罪
を
取
り
除
く
」
と
。
こ
れ
ら
の
文
で
は
、
た
だ
名
号
に
よ
っ
て
、

諸
々
の
罪
に
よ
る
障
害
を
消
滅
さ
せ
る
。〈
こ
れ
ら
の
文
に
記
さ
れ
る
劫
数

は
、
業
を
造
る
時
間
の
長
さ
、
あ
る
い
は
報
い
を
受
け
る
時
間
の
長
さ
等
で

あ
る
。
し
か
し
多
く
は
果
報
を
受
け
る
時
間
の
長
さ
を
意
味
し
て
い
る
。〉

⑩
○底
「
念
仏
」
○寛

○浄
「
佛
」

⑪
○底「
如
」○大
「
欠

く
」

⑫
○底
「
卽
」
○寛
○浄

「
即
」

⑬
○底「
遭
」○寛「
連
」

○大
「
遇
」

『
觀
經
の
疏
』
に
云
く
、「
念
佛
に
無
量
の
功
德
あ
り
。

故
に
無
量
の
罪
を
滅
す
る
こ
と
を
得(4

)」
と
。〈
云
云
〉
又
此

の
行
者
は
、
現
生
の
中
に
於
て
、
諸
の
障
難
無
し
。
感
師
、

念
佛
⑩
の
益
を
明
し
て
云
ふ
が
如
⑪
し
。「
現
生
に
は
卽
⑫

ち
延
年
轉
壽
を
得
、
九
横
の
難
に
遭
⑬
は
ず(5

)」
と
。

〔
吉
蔵
の
〕『
観
経
義
疏
』
に
い
う
。「
念
仏
に
は
計
り
知
れ
な
い
功
徳
が

あ
る
。
故
に
計
り
知
れ
な
い
罪
を
消
滅
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
」
云
々
と
。

ま
た
こ
の
〔
念
仏
の
〕
行
者
は
、
現
世
に
お
い
て
諸
々
の
障
害
や
災
難
が
な

い
。
懐
感
禅
師
が
、
念
仏
の
利
益
を
説
明
し
て
い
っ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。

「
現
世
で
は
す
な
わ
ち
、〔
仏
や
菩
薩
の
加
護
に
よ
っ
て
〕
寿
命
を
延
ば
す

こ
と
が
で
き
、
九
種
の
突
発
的
な
災
難
に
遭
わ
な
い
」
と
。

⑭
○底
「
若
」
○寛
○浄

「
爲
」

⑮
○底
「
彌
陀
」
○寛

「
弥
陀
」

『
般
舟
三
昧
經
』
に
云
く
、「
若
⑭
し
人
、
專
ら
彌
陀
⑮

佛
を
念
ず
れ
ば
、
常
に
一
切
の
諸
天
・
四
天
大
（
五
十
六
丁

右
）
王
⑯
・
龍
神
八
部
、
隨
逐
影
護
し
、
愛
樂
し
て
相
見
る

こ
と
を
得
。
永
く
諸
惡
鬼
神
の
災
⑰
障
厄
⑱
難
、
横
に
惱
亂

『
般
舟
三
昧
経
』
に
い
う
。「
も
し
人
が
、
専
ら
阿
弥
陀
仏
を
念
じ
る
と
、

常
に
あ
ら
ゆ
る
諸
天
・
四
天
大
王
・
龍
神
な
ど
の
八
部
衆
が
、
常
に
影
の
よ

う
に
付
き
添
っ
て
守
護
し
、
親
し
み
を
も
っ
て
互
い
に
見
る
こ
と
を
得
る
。

永
い
間
、
諸
悪
や
鬼
神
の
災
い
が
、
突
然
に
心
を
悩
ま
し
乱
す
こ
と
は
な

『
決
定
往
生
集
』
訳
註
（
六
）

第
六
除
障
決
定
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七
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純
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⑯
○底
「
天
大
王
」

○大
「
大
天
王
」

⑰
○底
「
災
」
○寛
○浄

「
灾
」

⑱
○底「
厄
」○寛「
尼
」

⑲
○底「
亂
」○寛「
乱
」

⑲
を
加
ふ
る
こ
と
無
し(6
)」
と
。〈
云
云
〉

い
」
云
々
と
。

⑳
○底「
惡
」○寛「
悪
」

㉑
○底「
惡
」○寛「
悪
」

㉒
○底「
亂
」○寛「
乱
」

『
十
往
生
經
』
に
説
か
く
、「
若
し
人
、
專
ら
西
方
阿
彌

陀
佛
を
念
じ
て
、
往
生
を
願
ず
れ
ば
、
我
常
に
二
十
五
の
菩

薩
を
使
は
し
て
、
行
者
を
影
護
し
て
惡
⑳
鬼
惡
㉑
神
を
し
て
、

行
者
を
惱
亂
㉒
せ
し
め
ず
、
日
夜
に
常
に
安
穏
を
得
し
む(7

)」

と
。〈
取
意
〉
導
和
尚
五
種
の
增
上
緣
を
立
つ
る
中
に
、
此

等
の
文
に
依
り
て
現
生
護
念
增
上
緣
を
明
す(8

)。

『
十
往
生
経
』
に
説
い
て
い
う
。「
も
し
人
が
、
専
ら
西
方
の
阿
弥
陀
仏

を
念
じ
て
、
往
生
を
願
う
と
、
私
は
常
に
二
十
五
名
の
菩
薩
た
ち
を
使
わ
し

て
、
行
者
を
影
の
よ
う
に
付
き
添
っ
て
守
護
す
る
の
で
、
悪
鬼
や
悪
神
に
修

行
者
の
心
を
乱
れ
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
昼
も
夜
も
常
に
平
安
を
得
さ
せ
る
」

と
。〈
取
意
〉
善
導
和
尚
は
、
五
種
の
増
上
縁
を
立
て
る
中
で
、
こ
れ
ら
の

文
に
依
っ
て
現
生
護
念
の
増
上
縁
を
明
か
し
て
い
る
。

『
觀
經
』
の
中
に
觀
の
利
益
を
説
き
て
云
く
、「
諸
禍
に

遇
は
ず(9
)」

と
。〈
云
云
〉

『
観
経
』
の
中
に
「
観
想
」
の
利
益
を
説
い
て
い
う
。「
あ
ら
ゆ
る
災
い

に
遭
遇
し
な
い
」
云
々
と
。

又
『
佛
名
經
』
に
云
く
、「
若
し
人
、
佛
名
を
持
す
れ
ば
、

衆
魔
及
び
魔
民
、
行
住
坐
臥
の
處
に
、
其
の
（
五
十
六
丁

左
）
便
を
得
る
こ
と
能
は
ず(10

)」
と
。〈
已
上
〉

ま
た
、『
仏
名
経
』
に
い
う
。「
も
し
衆
生
が
仏
の
御
名
を
保
持
す
れ
ば
、

悪
魔
達
や
そ
の
下
僕
は
、
い
か
な
る
時
で
も
付
け
入
る
こ
と
が
で
き
な
い
」

と
。〈
以
上
〉

㉓
○底「
瑛
」○大「
琰
」

㉔
○底
「
彌
陀
」
○寛

「
弥
陀
」

㉕
○底
「
彌
陀
」
○寛

擇
瑛
㉓
師(11

)の
云
く
、「
十
乘
理
觀(12

)、
猶
ほ(13

)九
境
の
魔
事
を

發
す
。
彌
陀
㉔
の
一
門
は
、
本
魔
事
無
し
。
彌
陀
を
㉕
以
て

境
と
爲
し
、
果
人
清
淨
な
る
が
故
に(14
)」〈

云
云
〉。
ま
こ
と
に

以
れ
ば
内
に
諸
惑
を
伏
除
し
、
衆
罪
を
滅
す
る
が
故
に
、
外

択
瑛
禅
師
が
い
う
。「
観
法
を
行
じ
て
も
、
な
お
九
魔
が
妨
害
し
て
く
る
。

阿
弥
陀
仏
の
教
え
に
は
、
本
よ
り
魔
の
障
害
が
無
い
。
阿
弥
陀
仏
を
〔
観

の
〕
境
界
（
対
象
）
と
し
、
成
就
し
た
人
は
清
浄
だ
か
ら
で
あ
る
。」
云
々

と
。
考
え
て
み
る
と
、
内
の
あ
ら
ゆ
る
煩
悩
を
取
り
除
き
、
多
く
の
罪
を
滅
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「
弥
陀
」

㉖
○底
「
則
」
○寛
○浄

「
即
」

㉗
○底
「
勳
」
○大
○浄

「
薫
」

に
則
㉖
ち
水
火
魔
鬼
の
諸
障
を
遠
離
す
。
又
、
復
佛
の
威
力

に
依
止
す
る
が
故
に
、
衆
聖
影
護
す
る
が
故
に
、
衆
善
内
勳

㉗
の
故
に
、
一
切
諸
難
、
自
然
に
解
脱
す
。

す
る
か
ら
、
外
に
お
い
て
も
水
火
や
魔
鬼
な
ど
、
諸
々
の
障
害
を
遠
ざ
け
る
。

ま
た
仏
の
威
神
力
を
拠
り
所
と
す
る
か
ら
、
聖
衆
が
影
の
よ
う
に
寄
り
添
っ

て
擁
護
し
、
あ
ら
ゆ
る
善
が
内
面
に
染
み
込
み
、
一
切
の
厄
難
か
ら
自
ず
と

解
脱
す
る
の
で
あ
る
。

㉘
○底
「
何
可
會
」

○大
「
何
會
」

問
ふ
。『
觀
經
』
の
下
品
下
生
の
者
は
、
十
惡
五
逆
に
し

て
諸
の
不
善
を
具
す
。
十
念
に
由
る
が
故
に
、
淨
土
に
生
ず

る
こ
と
を
得
と
い
ふ
。『
大
經
』
の
中
に
は
五
逆
の
者
を
除

く
と
い
ふ
。
二
説
の
相
違
、
云
何
が
會
す
べ
き
㉘
や
。

【
問
】
問
う
。『
観
経
』
の
下
品
下
生
の
〔
に
説
か
れ
る
〕
者
は
、
十
悪

や
五
逆
罪
を
犯
す
な
ど
、
多
く
の
不
善
の
行
業
を
具
え
て
い
る
。〔
し
か
し
〕

十
念
に
依
る
か
ら
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。『
無
量
寿
経
』

の
中
で
は
、「
五
逆
罪
を
犯
し
た
者
を
除
く
」
と
い
う
。〔
こ
れ
ら
〕
二
説
の

矛
盾
は
、
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
べ
き
か
。

㉙
○底
「
則
」
○寛
○浄

「
即
」

答
ふ
。『
群
疑
論
』
の
中
に
十
五
家
の
異
釋
を
出
し
已
り

て
、（
五
十
七
丁
右
）
自
ら
更
に
こ
れ
を
解
す
ら
く
、「
此
の

如
く
、
古
今
云
云
同
じ
か
ら
ず(15

)」
と
。
然
る
に
淨
影
に
依
る

に
、
二
の
解
釋
有
り
。
一
に
云
く
、「
過
去
に
菩
提
心
を
發

す
も
の
、
緣
に
遇
ひ
て
逆
を
造
れ
ど
も
、
必
ず
重
悔
有
り
て

ま
た
往
生
を
得(16

)」
と
。
若
し
是
れ
常
沒
に
し
て
逆
罪
を
造
る

者
は
、
終
に
生
ず
る
理
無
し
。
又
定
善
を
修
す
れ
ば
、
五
逆

罪
を
滅
す
。
故
に
往
生
を
得
。
若
し
但
だ
散
善
は
こ
れ
を
滅

す
る
こ
と
能
は
ざ
れ
ば
、
則
㉙
ち
生
ぜ
ず
。
故
に
二
經
の
中

に
「
生
」
と
説
き
、「
不
生
」
と
説
く
。
各
一
義
に
依
り
て
、

終
に
相
違
せ
ず
。
此
に
由
り
て
ま
さ
に
知
る
べ
し
。
善
趣
の

人
は
、
若
し
は
逆
罪
を
造
り
、
若
し
は
逆
を
造
ら
ざ
る
も
、

【
答
】
答
え
る
。『
群
疑
論
』
の
中
で
先
学
十
五
名
の
異
な
る
解
釈
を
示

し
た
上
で
、〔
懐
感
が
〕
自
ら
も
さ
ら
に
こ
れ
を
解
釈
し
て
い
う
。「
こ
の
通

り
、
昔
か
ら
現
在
ま
で
〔
諸
師
の
解
釈
は
〕
同
じ
で
な
い
」
と
。
け
れ
ど
も

浄
影
寺
慧
遠
に
依
る
と
、
二
つ
の
解
釈
が
あ
る
。〔
そ
の
〕
一
つ
め
〔
の
説

と
し
て
〕
い
う
。「
過
去
に
菩
提
心
を
発
し
た
者
は
、
縁
に
遇
っ
て
五
逆
を

犯
し
て
も
、
必
ず
重
く
懺
悔
を
す
る
と
往
生
で
き
る
」
と
。
も
し
常
に
迷
い

の
世
界
に
沈
ん
で
五
逆
罪
を
犯
す
者
で
あ
れ
ば
、
ど
こ
に
も
往
生
で
き
る
道

理
が
な
い
。
ま
た
〔
も
う
一
つ
の
説
で
は
〕、
定
善
の
行
を
修
め
る
な
ら
ば
、

五
逆
罪
は
消
滅
す
る
。
故
に
往
生
で
き
る
。
も
し
、
た
だ
散
善
の
行
だ
け
を

修
め
る
な
ら
ば
、
五
逆
罪
を
消
滅
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
往
生
で
き

な
い
。
故
に
〔『
観
経
』
と
『
無
量
寿
経
』
と
い
う
〕
二
つ
の
経
の
中
で
は

「
生
」
と
説
き
、「
不
生
」
と
も
説
く
。
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
の
意
味
に
依
っ
て

『
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㉚
○底
「
準
」
○寛
○大

○浄
「
准
」

皆
往
生
を
得
。
若
し
常
沒
の
人
は
、
逆
を
造
る
者
は
往
生
を

得
ず
。
若
し
逆
を
造
ら
ざ
れ
ば
便
ち
生
ず
る
こ
と
を
得
。
定

（
五
十
七
丁
左
）
散
に
就
き
て
辨
ず
る
こ
と
も
此
に
準
㉚
じ

て
知
る
べ
し
。

い
て
、
最
終
的
に
相
違
は
な
い
。
こ
れ
に
依
っ
て
〔
以
下
の
よ
う
に
〕
理
解

せ
よ
。
善
趣
の
人
は
、
五
逆
罪
を
犯
し
て
も
、
五
逆
罪
を
犯
さ
な
く
て
も
皆

往
生
で
き
る
。
常
に
迷
い
の
世
界
に
〔
悪
趣
に
〕
沈
み
続
け
た
人
で
あ
る
な

ら
、
五
逆
罪
を
犯
し
た
者
は
往
生
で
き
な
い
。
五
逆
罪
を
犯
し
て
い
な
け
れ

ば
た
や
す
く
往
生
で
き
る
。
定
善
と
散
善
に
つ
い
て
判
じ
る
と
き
も
こ
れ
に

準
じ
て
理
解
せ
よ
。

問
ふ
。
常
沒
の
造
逆
は
必
ず
生
ぜ
ざ
る
や
。

【
問
】
問
う
。
迷
い
の
世
界
で
〔
悪
趣
に
〕
常
に
沈
み
続
け
、
五
逆
罪
を

犯
し
た
者
は
絶
対
に
往
生
で
き
な
い
の
か
。

㉛
○底「
爾
」○寛「
尒
」

答
ふ
。
此
に
二
義
有
り
。
一
に
云
く
、
定
ん
で
生
ぜ
ず
。

故
に
「
終
に
生
ず
る
理
無
し(17

)」
と
言
ふ
。
一
に
云
く
、
或
は

生
ず
る
者
有
り
。
然
る
に
多
分
に
依
る
が(18

)故
に
不
生
と
言
ふ
。

故
に
『
記
』
の
文
に
云
く
、「
下
人
の
、
逆
を
造
る
は
、
多

く
は
重
悔
無
し(19

)」
と
。
既
に
「
多
無
」
と
言
ふ
。
故
に
知
ん

ぬ
。
少
し
く
有
り
と
い
ふ
こ
と
を
。
若
し
爾
㉛
ら
ば
、
何
が

故
ぞ
本
願
に
こ
れ
を
除
く
や
。
不
定
な
る
を
以
て
の
故
に
、

願
の
中
に
簡
ぶ
な
り
。

【
答
】
答
え
る
。
こ
れ
に
は
二
つ
の
解
釈
が
あ
る
。
一
つ
〔
の
説
〕
に
い

う
。「
ど
こ
に
も
往
生
で
き
る
と
い
う
道
理
は
な
い
」
と
。
も
う
一
つ
〔
の

説
〕
に
い
う
。「
あ
る
い
は
往
生
で
き
る
者
が
あ
る
」
と
。
し
か
し
、
大
多

数
に
依
る
の
で
「
不
生
」
と
い
う
。
故
に
浄
影
〔
寺
慧
遠
の
〕『
観
経
義
疏
』

の
文
に
い
う
。「
下
〔
品
の
〕
人
が
五
逆
罪
を
犯
し
た
場
合
、
そ
の
多
く
は

深
く
悔
い
る
こ
と
が
な
い
」
と
。
現
に
「
多
無
」（
多
く
は
…
な
い
）
と
い

う
。
故
に
、
少
し
は
い
る
と
い
う
こ
と
が
理
解
で
き
る
。【
問(21

)】
も
し
そ
う

で
あ
る
な
ら
ば
、
ど
う
し
て
本
願
で
は
、
こ
の
〔
五
逆
罪
を
犯
し
た
者
〕
を

排
除
す
る
の
か
。【
答(22
)】〔

往
生
す
る
と
〕
定
ま
っ
て
は
い
な
い
か
ら
、
本
願

の
中
で
は
よ
り
分
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

32
○底「
問
」○大「
若
」

問
32
ふ
。
生
ず
容
き
者
あ
ら
ば
、
何
が
故
ぞ
『
記
』
に

「
終
無
生
理(20

)」
と
云
ふ
や
。

【
問
】
問
う
。
往
生
す
る
可
能
性
が
あ
る
な
ら
、
ど
う
し
て
〔
慧
遠
の
〕

『
観
経
義
疏
』
に
「
決
し
て
往
生
す
る
道
理
は
な
い
」
と
い
う
の
か
。

33
○底「
答
」○大「
欠

答
33
ふ
。
重
悔
無
き
も
の
に
據
34
る
が
故
に
「
終
無
」
と

【
答
】
答
え
る
。
深
く
悔
い
る
こ
と
が
な
い
者
に
依
る
か
ら
「
終
無
」
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く
」

34
○底
「
據
」
○寛
○大

○浄
「
欠
く
」

言
ふ
の
み
。
又
一
意
有
り
。
若
し
修
觀
の
者
は
、
設
ひ
常
沒

の
造
逆
と
雖
も
、
ま
た
往
生
を
得
。
然
る
に
正
觀
を
修
し
て
、

す
な
は
ち
善
趣
に
入
る
が
故
に
。
此
の
中
に
於
て
更
に
審

（
五
十
八
丁
右
）
思
す
べ
し

（
決
し
て
…
な
い
）
と
い
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
ま
た
一
つ
の
解
釈
が
あ

る
。
も
し
観
想
を
修
め
る
者
は
、
た
と
え
迷
い
の
世
界
に
常
に
沈
み
五
逆
罪

を
犯
し
て
も
や
は
り
往
生
出
来
る
。
そ
れ
か
ら
、
正
し
い
観
法
を
修
行
し
て
、

善
趣
に
入
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
さ
ら
に
細
か
く
考
察
す
べ
き
で

あ
る
。

問
ふ
。
謗
法
の
罪
は
念
佛
に
由
り
て
こ
れ
を
滅
し
て
往
生

す
と
爲
ん
や
。

【
問
】
問
う
。
教
え
を
誹
謗
す
る
罪
は
、
念
仏
に
よ
っ
て
消
滅
さ
せ
て
往

生
で
き
る
の
か
。

35
○底「
惡
」○寛「
悪
」

36
○底「
惡
」○寛「
悪
」

37
○底
「
畧
」
○大
○浄

「
略
」

答
ふ
。
二
義
有
り
。
一
に
云
く
、「
生
ぜ
ず
」
と
。
異
説

無
き
が
故
に
。
故
に
嘉
祥
の
『
疏
』
に
云
く
、「
闡
提
は
他

方
淨
土
を
信
ぜ
ず
。
故
に
生
ず
る
こ
と
を
得
ず(23

)。」
一
に
云

く
、「
ま
た
往
生
を
得
」
と
。『
觀
經
』
の
文
に
云
く
、「
五

逆
十
惡
35
、
具
諸
不
善(24

)」
と
。
感
師
此
の
文
を
引
き
て
云
く
、

「
惡
36
と
し
て
造
ら
ざ
る
こ
と
無
し(25

)」
と
。〈
云
云
〉
故
に

知
ん
ぬ
。
此
の
人
、
法
を
謗
ず
れ
ど
も
、
ま
た
往
生
を
得
。

故
に
『
觀
佛
三
昧
經
』
の
第
二
巻
に
云
く
、「『
方
等
經
』
を

謗
じ
、
五
逆
罪
を
作
れ
ど
も
、
一
日
、
佛
の
一
相
好
を
觀
ず

れ
ば
、
皆
悉
く
盡
滅
す(26

)」
と
。〈
畧
37
鈔
〉

【
答
】
答
え
る
。〔
こ
れ
に
は
〕
二
つ
の
解
釈
が
あ
る
。
一
つ
の
説
で
は
、

「
往
生
し
な
い
」
と
い
う
。〔
経
に
〕
異
な
る
説
が
無
い
か
ら
で
あ
る
。
故

に
嘉
祥
（
吉
蔵
）
の
『
観
経
義
疏
』
に
い
う
。「
闡
提
は
他
の
浄
土
が
あ
る

こ
と
を
信
じ
な
い
。
故
に
往
生
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
。
も
う
一
つ
の

説
で
は
、「
往
生
で
き
る
」
と
い
う
。『
観
経
』
の
文
に
い
う
。「
五
逆
や
十

悪
な
ど
多
く
の
悪
を
具
え
る
」
と
。
懐
感
禅
師
が
こ
の
文
を
引
い
て
い
う
。

「
悪
を
作
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
」
云
々
と
。
故
に
、
こ
の
人
は
教
え

を
誹
謗
し
て
も
ま
た
往
生
で
き
る
と
理
解
で
き
る
。
故
に
『
観
仏
三
昧
経
』

の
第
二
巻
に
い
う
。「『
方
等
経
』
を
誹
謗
し
、
五
逆
罪
を
犯
し
て
も
、
一
日
、

仏
の
一
つ
の
相
好
を
観
想
す
れ
ば
、〔
そ
の
罪
は
〕
皆
こ
と
ご
と
く
消
滅
し

尽
く
す
」
と
。〈
省
略
〉

『
觀
經
の
記
』
に
云
く
、「
乃
至
大
乘
善
趣
の
人
も
ま
た
、

四
重
・
五
逆
・
謗
法
（
五
十
八
丁
左
）
罪
を
造
作
す
る
こ
と

有
る
が
故
に(27

)。」〈
云
云
〉
若
し
善
趣
の
位
の
謗
法
の
者
は
、

〔
慧
遠
の
〕『
観
経
義
疏
』
に
い
う
。「
大
乗
の
善
趣
の
位
の
人
で
あ
っ
て
も
、

四
重
・
五
逆
・
謗
法
等
の
罪
を
犯
す
こ
と
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
」
云
々
と
。

も
し
善
趣
の
位
に
あ
っ
て
教
え
を
誹
謗
す
る
者
は
、
五
逆
罪
の
人
に
準
じ
る

『
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38
○底
「
準
」
○寛
○大

○浄
「
准
」

五
逆
の
人
に
準
38
ず
る
に
、
ま
た
生
ず
る
こ
と
を
得
べ
し
。

或
は
常
沒
の
位
に
、
已
に
謗
法
す
る
者
、
後
に
定
善
を
修
せ

ば
、
生
ず
る
こ
と
を
得
使
む
べ
し
。

と
、
や
は
り
往
生
で
き
る
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
常
没
の
位
で
、
す
で
に
教
え

を
誹
謗
し
た
者
は
、
後
に
定
善
の
修
行
す
れ
ば
往
生
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

39
○底「
惡
」○寛「
悪
」

40
○底
「
準
」
○寛
○大

○浄
「
准
」

41
○底「
惡
」○寛「
悪
」

嘉
祥
の
『
疏
』
に
云
く
、「
謗
法
闡
提
の
往
生
を
明
さ
ざ
る

こ
と
は
、
惡
39
を
明
す
こ
と
盡
さ
ず
。(28
)」

又
云
く
、「
不
信

を
以
て
の
故
に
往
生
を
得
ず(29

)。」〈
云
云
〉
此
の
釋
の
文
に
準

40
ず
る
に
、
是
れ
謗
法
と
雖
も
、
若
し
後
に
改
悔
し
て
大
乘

を
信
受
す
れ
ば
往
生
を
妨
け
ず
。
又
既
に
「
明
惡
41
不
盡
」

と
言
ふ
。
故
に
知
ん
ぬ
。
理
盡
き
な
ば
ま
た
生
ず
べ
し
。

嘉
祥
〔
大
師
吉
蔵
〕
の
『
観
経
義
疏
』
に
い
う
。「〔『
観
経
』
で
〕
謗
法
や

闡
提
の
往
生
を
明
示
し
な
い
の
は
、
悪
〔
業
〕
に
つ
い
て
説
明
し
尽
さ
な
い

か
ら
だ
」
と
。
ま
た
い
う
。「〔
教
え
を
〕
信
じ
て
い
な
い
た
め
往
生
が
で
き

な
い
」
云
々
と
。
こ
の
解
釈
の
文
に
準
じ
る
と
、
こ
の
人
は
教
え
を
誹
謗
す

る
と
は
い
っ
て
も
、
後
に
悔
い
改
め
て
、
大
乗
の
教
え
を
信
じ
受
け
入
れ
る

な
ら
ば
往
生
を
妨
げ
な
い
。
ま
た
現
に
（
吉
蔵
が
）「
悪
を
説
明
し
尽
さ
な

い
（
明
悪
不
尽
）」
と
い
っ
て
い
る
。
故
に
道
理
を
尽
す
な
ら
ば
、
や
は
り

往
生
す
べ
き
だ
ろ
う
。

問
ふ
。
闡
提
は
云
何
。

【
問
】
問
う
。
闡
提
〔
の
往
生
〕
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

42
○底
「
涅
槃
」
○寛

○浄
「
卅
卅
」

43
○底
「
準
」
○寛
○大

○浄
「
准
」

答
ふ
。
此
に
ま
た
二
義
有
り
。
一
に
云
く
、
ま
た
往
生
を

得
る
者
有
り
。
先
に
善
を
斷
じ
て
淨
土
を
信
ぜ
ず
と
雖
も
、

後
時
に
續
善
し
て
若
し
大
乘
を
信
じ
て
淨
（
五
十
九
丁
右
）

土
に
生
ぜ
ん
と
求
め
ば
、
何
ぞ
往
生
を
癈
せ
ん
。
一
に
云
く
、

生
ぜ
ず
。
業
障
重
き
が
故
に
、
善
趣
の
菩
薩
は
闡
提
を
離
る

る
が
故
に
。『
涅
槃
42
經
』
の
闡
提
の
益
に
準
43
ず
る
に
、

但
だ
今
生
に
彌
陀
44
に
結
緣
し
、
後
に
惡
45
趣
に
於
て
光
に

遇
ひ
て
解
脱
す
べ
し
。『
雙
46
巻
經
』
に
説
か
く
、「
若
し
三

途
勤
47
苦
の
處
に
在
り
て
、
此
の
光
明
を
見
れ
ば
皆
解
脱
を

【
答
】
答
え
る
。
こ
れ
に
は
ま
た
二
つ
の
意
味
が
あ
る
。
一
つ
に
は
、
や

は
り
往
生
で
き
る
者
が
い
る
。
以
前
に
善
を
断
ち
切
り
浄
土
を
信
じ
な
い
と

し
て
も
、
後
に
善
を
持
続
さ
せ
て
、
大
乗
〔
の
教
え
〕
を
信
じ
浄
土
に
往
生

し
た
い
と
求
め
れ
ば
、
ど
う
し
て
往
生
が
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
か
。〔
ま
た
〕

一
つ
に
は
、
往
生
で
き
な
い
〔
者
が
い
る
〕。
業
の
障
害
が
重
い
の
で
、
善

趣
の
菩
薩
が
闡
提
か
ら
離
れ
る
た
め
で
あ
る
。『
涅
槃
経
』
に
説
か
れ
る
闡

提
の
利
益
に
準
じ
る
と
、
た
だ
現
生
に
お
い
て
阿
弥
陀
仏
と
縁
を
結
び
、
死

後
に
悪
趣
に
お
い
て
光
に
遭
遇
し
て
解
脱
す
べ
き
で
あ
る
。『
無
量
寿
経
』

に
説
い
て
い
う
。「
も
し
、〔
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
と
い
う
〕
三
悪
道
で
苦
し

佛
教
大
学
法
然
仏
教
学
研
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44
○底
「
彌
陀
」
○寛

「
弥
陀
」

45
○底「
惡
」○寛「
悪
」

46
○底「
雙
」○寛「
双
」

47
○底「
勤
」○大「
勲
」

48
○底
「
卽
」
○寛
○浄

「
即
」

蒙
る(30

)」
と
。
卽
48
ち
此
の
意
な
り
。
二
義
有
り
と
雖
も
、
後

の
意
、
勝
る
べ
し
。

む
者
が
、
こ
の
光
明
を
見
た
な
ら
ば
、
皆
解
脱
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
。

す
な
わ
ち
こ
の
意
味
で
あ
る
。
二
つ
の
見
解
が
あ
る
が
、〔
闡
提
の
往
生
に

つ
い
て
は
〕
後
者
の
考
え
方
が
勝
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。

問
ふ
。
五
逆
の
定
業
云
何
が
轉
ず
べ
き
。

【
問
】
問
う
。
五
逆
罪
と
い
う
定
業
は
ど
の
様
に
転
じ
る
べ
き
か
。

49
○底
「
涅
槃
」
○寛

○浄
「
卅
卅
」

答
ふ
。
諸
大
德
の
意
、
皆
大
乘
に
は
決
定
業
無
し
と
許
す
。

定
業
有
り
と
は
正
し
く
是
れ
小
乘
半
字
の
説
な
り
。
故
に
、

『
涅
槃
49
經
』
に
此
の
誠
説
有
り
。

【
答
】
答
え
る
。
諸
大
徳
の
考
え
で
は
皆
、
大
乗
に
は
決
定
業
が
な
い
と

認
め
て
い
る
。
定
業
が
あ
る
と
い
う
の
は
、
ま
さ
し
く
こ
れ
は
小
乗
の
不
完

全
な
説
で
あ
る
。
故
に
『
涅
槃
経
』
に
こ
の
真
実
の
説
が
あ
る
。

問
ふ
。
若
し
大
乘
の
中
に
は
定
業
無
き
が
故
に
五
逆
を
轉

ず
と
い
は
ば
、
何
ぞ
念
佛
し
て
（
五
十
九
丁
左
）
決
定
往
生

を
得
ん
。
定
業
に
非
ざ
る
が
故
に
。

【
問
】
問
う
。
も
し
大
乗
〔
の
教
え
〕
で
は
定
業
が
無
い
こ
と
で
五
逆
罪

を
転
じ
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
ど
う
し
て
念
仏
す
る
こ
と
で
決
定
往
生
が

得
ら
れ
よ
う
か
。〔
念
仏
も
〕
定
業
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

50
○底「
餘
」○寛「
余
」

答
ふ
。
大
乘
法
の
中
、
自
性
の
定
業
無
し
と
雖
も
、
而
も

因
緣
の
定
業
有
り
。
此
の
道
理
に
由
り
て
、
逆
罪
の
人
、
大

乘
を
聞
か
ざ
れ
ば
、
彼
に
於
て
定
と
爲
す
。
餘
50
法
は
決
定

し
て
滅
す
る
こ
と
能
は
ざ
る
が
故
に
。
若
し
位
に
就
き
て
論

ぜ
ば
、
常
沒
の
位
に
於
て
は
五
逆
を
定
と
爲
す
。
善
趣
の
位

に
於
て
は
す
な
は
ち
不
定
と
爲
す
。
若
し
行
に
就
き
て
言
は

【
答
】
答
え
る
。
大
乗
の
教
え
の
中
に
、
本
質
的
な
定
業
は
無
い
が
、
因

縁
に
よ
る
定
業
は
あ
る
。
こ
の
道
理
に
よ
っ
て
、
五
逆
罪
を
犯
し
た
人
は
、

大
乗
〔
の
教
え
を
〕
聞
く
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
か
の
地
（
無
間
地
獄
）
と
定

ま
っ
て
い
る
。
大
乗
以
外
の
教
え
で
は
決
し
て
〔
五
逆
罪
〕
を
滅
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
も
し
位
に
つ
い
て
論
じ
る
と
、
常
没
の
位
で
は

五
逆
罪
を
定
業
と
す
る
。
善
趣
の
位
で
は
、
す
な
わ
ち
不
定
業
と
す
る
。
も

『
決
定
往
生
集
』
訳
註
（
六
）

第
六
除
障
決
定
〜
第
七
事
縁
決
定

（
服
部
純
啓
）

一
〇
九



51
○底
「
當
」
○寛
○大

○浄
「
應
」

ば
、
散
善
の
人
に
於
て
は
五
逆
を
定
と
爲
し
、
定
善
の
人
に

於
て
は
、
卽
ち
定
業
に
非
ず
。
今
は
念
佛
も
ま
た
、
ま
さ
に

51
是
の
如
く
な
る
べ
し
。
自
性
の
定
業
に
非
ず
と
雖
も
、
然

も
是
れ
因
緣
の
決
定
な
り
。
ま
こ
と
に
以
れ
ば
、
因
緣
の
決

定
な
る
が
故
に
佛
の
大
悲
本
願
の
力
、
護
念
攝
取
光
明
の
力
、

内
有
佛
（
六
十
丁
右
）
性
の
力
、
先
有
結
緣
の
力
、
現
在
善

友
の
力
、
得
聞
大
乘
の
力
、
信
受
教
誨
の
力
、
是
の
如
き
の

衆
緣
和
合
の
力
に
由
る
が
故
に
、
便
ち
決
定
し
て
淨
土
に
往

生
を
得
。
然
る
に
衆
分
を
求
む
る
に
、
各
決
定
無
し
。
故
に

和
合
の
中
ま
た
定
性
無
し
。
但
だ
因
緣
の
所
作
失
は
ざ
る
を

以
の
故
に
、
決
定
往
生
の
業
と
名
づ
く
る
の
み
。〈
此
の
自

性
決
定
と
因
緣
決
定
と
の
分
別
は
、
宗
の
意
旨
に
依
り
て
私

に
酙
酌
を
加
ふ
。〉

し
行
に
つ
い
て
い
え
ば
、
散
善
の
人
は
五
逆
罪
を
定
業
と
し
、
定
善
の
人
で

は
定
業
で
は
な
い
。
い
ま
〔
問
題
の
〕
念
仏
も
ま
た
同
じ
で
あ
る
。
本
来
具

わ
っ
て
い
る
性
質
と
し
て
の
定
業
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
し
か
し
こ
れ
は
因

縁
に
よ
る
決
定
業
で
あ
る
。
考
え
て
み
る
と
因
縁
に
よ
る
決
定
業
で
あ
る
か

ら
、
仏
の
大
悲
本
願
力
や
、
護
念
摂
取
光
明
力
、
内
有
仏
性
力
、
先
有
結
縁

力
、
現
在
善
友
力
、
得
聞
大
乗
力
、
信
受
教
誨
力
な
ど
、
こ
れ
ら
多
く
の
縁

が
和
合
し
た
力
に
依
る
と
、
必
ず
浄
土
に
往
生
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら

を
部
分
的
に
求
め
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
決
定
と
は
な
ら
な
い
。
故
に
和
合
し
た

中
に
も
定
ま
っ
た
性
質
は
な
い
。
た
だ
因
縁
の
は
た
ら
き
が
失
わ
れ
な
い
か

ら
決
定
往
生
の
業
と
名
付
け
る
の
み
で
あ
る
。〈
こ
の
自
性
決
定
と
因
縁
決

定
と
の
区
別
は
、
三
論
宗
の
趣
旨
を
個
人
的
に
汲
み
取
っ
た
。〉

52
○底
「
接
」
○寛
○浄

「
攝
」

問
ふ
。
衆
罪
を
滅
し
て
淨
土
に
生
ず
と
言
は
ば
、
要
ず
往

生
の
障
り
を
滅
盡
し
已
て
、
方
に
佛
來
り
て
迎
接
52
し
た
ま

ふ
を
見
る
こ
と
を
得
と
や
爲
せ
ん
。

【
問
】
問
う
。「
多
く
の
罪
を
滅
し
て
浄
土
に
往
生
す
る
」
と
い
う
な
ら

ば
、
必
ず
往
生
の
障
害
を
滅
し
つ
く
し
た
後
、
仏
が
お
こ
し
に
な
り
迎
え
と

っ
て
く
だ
さ
る
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
の
か
。

53
○底「
爾
」○寛「
尒
」

54
○底「
生
」○大「
至
」

55
○底「
今
」○大「
令
」

答
ふ
。
此
必
ず
し
も
爾
53
ら
ず
。
念
佛
に
由
る
が
故
に
、

見
佛
の
障
を
除
き
て
便
ち
佛
來
を
見
る
。
見
佛
に
由
る
が
故

に
、
微
細
の
障
を
轉
じ
て
す
な
は
ち
淨
土
に
生
54
ず
。
故
に

（
六
十
丁
左
）
彼
の
『
大
悲
芬
陀
利
經
』
に
云
く
、「
彼
終

ら
ん
と
欲
す
る
時
、
我
無
數
の
大
衆
と
と
も
に
圍
遶
し
て
其

の
前
に
現
ぜ
ん
。
彼
我
を
見
已
り
て
、
今
55
我
所
に
於
て
大

【
答
】
答
え
る
。
こ
れ
は
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
念
仏
に
依
る
か
ら
、

見
仏
の
障
害
を
除
い
て
仏
が
お
こ
し
に
な
る
の
を
見
る
。
仏
を
見
る
か
ら
、

微
細
な
障
害
を
転
じ
て
浄
土
に
往
生
す
る
。
故
に
か
の
『
大
乘
悲
分
陀
利

経
』
に
い
う
。「
そ
の
者
の
命
が
終
わ
ろ
う
と
す
る
時
、
私
は
無
数
の
大
衆

に
取
り
囲
ま
れ
て
、
そ
の
者
の
前
に
現
れ
よ
う
。
彼
は
〔
私
の
姿
を
〕
見
終

わ
っ
て
、
自
ら
が
得
た
こ
と
に
大
い
に
歓
喜
す
る
。
諸
々
の
障
害
を
取
り
除
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56
○底
「
恃
」
○寛
○大

○浄
「
待
」

57
○底「
爾
」○寛「
尒
」

歡
喜
を
得
。
諸
の
障
礙
を
除
き
、
命
終
已
後
、
我
國
に
生
ず

る
こ
と
を
得
ん(31

)。」〈
已
上
〉
往
生
の
障
り
未
だ
盡
く
除
か
ず

と
雖
も
、
佛
進
ん
で
來
た
ま
ふ
。
豈
に
恃
56
も
し
か
ら
ず
や
。

除
障
決
定
、
其
の
趣
、
粗
ぼ
爾
57
り
。

き
、
命
を
終
え
た
後
は
、
私
の
国
に
往
生
で
き
る
だ
ろ
う
」
と
。
往
生
の
障

害
を
す
べ
て
取
り
除
か
な
く
て
も
、
仏
は
す
す
ん
で
お
こ
し
く
だ
さ
る
。
ど

う
し
て
頼
も
し
く
な
か
ろ
う
か
。
除
障
決
定
の
趣
旨
は
、
お
お
か
た
こ
の
通

り
で
あ
る
。

58
○底「
惡
」○寛「
悪
」

59
○底「
善
」○大「
難
」

60
○底
「
勤
」
○寛
○大

○浄
「
勲
」

61
○底
「
彌
陀
」
○寛

「
弥
陀
」

62
○底
「
彌
陀
」
○寛

「
弥
陀
」

63
○底
「
迹
託
於
上

宮
」
○寛
○大
○浄
「
託

迹
於
上
宮
」

第
七
に
事
緣(32

)決
定
と
は
、
娑
婆
は
す
な
は
ち
是
れ
穢
土
の

終
處
、
安
樂
は
既
に
其
の
淨
土
の
初
門
な
り
。
境
次
相
接
い

で
往
生
便
り
を
得
た
り
。〈
綽
禪
師
の
語(33

)〉
又
閻
浮
提(34

)は
既

に
極
慼
の
惡
58
趣
に
非
ず
。
ま
た
極
欣
の
善
59
處
に
非
ず
。

（
六
十
一
丁
右
）
唯
是
れ
處
中
調
和
の
處
、
能
く
出
離
解
脱

の
道
に
順
ぜ
り
。
又
國
を
堪
忍
と
稱
す
。
能
く
勤
60
苦
の
行

を
修
す
。
世
を
賢
劫(35

)と
名
づ
く
。
多
く
諸
佛
の
出
世
有
り
。

又
彼
の
彌
陀
61
及
び
二
菩
薩
、
先
に
此
の
界
に
於
て
、
菩
提

心
を
發
す
。
故
に
此
の
土
に
於
て
偏
に
因
緣
有
り
。〈『
隨
願

往
生
經(36

)』
の
説
〉
又
此
の
二
菩
薩
、
此
の
娑
婆
從
り
壽
命
を

捨
て
已
り
て
、
す
な
は
ち
彼
の
國
に
生
ず
と
。〈『
無
量
壽

會
』
の
説(37

)〉
し
か
の
み
な
ら
ず
、
白
馬
の
教
法(38

)、
初
め
て
傳

は
り
し
の
時
、
彌
陀
62
の
靈
像
、
早
く
こ
こ
に
來
る
。
救
世

の
菩
薩
、
迹
を
上
宮(39

)に
託
し
63
、
荒
陵
の
精
舎
、
臺
を
東
門

に
當
つ
。
事
緣
相
ひ
會
ひ
て
行
業
作
64
し
つ
べ
し
。
彌
陀
65

の
行
者
（
六
十
一
丁
左
）
察
せ
ず
ん
ば
あ
る
べ
か
ら
す
。

第
七
に
事
縁
決
定
と
は
、
娑
婆
世
界
は
穢
土
の
最
後
の
場
所
で
あ
る
。
安

楽
世
界
は
、
浄
土
の
最
初
の
入
り
口
で
あ
る
。〔
こ
れ
ら
二
つ
の
〕
境
界
は

隣
り
合
っ
て
い
る
の
で
往
生
し
や
す
い
。〈
道
綽
禅
師
の
語
で
あ
る
。〉
ま
た

閻
浮
提
は
極
め
て
憂
う
べ
き
悪
い
所
で
は
な
く
、
ま
た
極
め
て
喜
ぶ
べ
き
善

い
場
所
で
も
な
い
。
た
だ
こ
れ
は
〔
悪
と
善
の
〕
調
和
の
と
れ
た
場
所
で
あ

り
、
覚
り
へ
の
道
に
従
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
こ
の
世
界
を
堪
忍
（
娑
婆

世
界
）
と
い
う
。〔
人
々
は
〕
非
常
に
苦
し
い
行
に
う
ち
こ
む
こ
と
が
で
き

る
。〔
今
の
〕
世
を
賢
劫
と
名
づ
け
る
。
数
多
く
仏
の
出
現
が
あ
る
。
ま
た

か
の
阿
弥
陀
仏
お
よ
び
二
菩
薩
は
、
昔
こ
の
〔
娑
婆
〕
世
界
に
お
い
て
菩
提

心
を
発
し
た
。
故
に
こ
の
世
界
に
は
ひ
と
え
に
因
縁
が
あ
る
。〈『
隨
願
往
生

経
』
の
説
で
あ
る
。〉
ま
た
こ
の
二
菩
薩
は
、
こ
の
娑
婆
世
界
よ
り
寿
命
を

捨
て
終
わ
っ
た
後
に
、
か
の
極
楽
浄
土
へ
往
生
し
た
と
い
う
。〈『
大
宝
積
経

無
量
寿
如
来
会
』
の
説
で
あ
る
。〉
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
中
国
の
白
馬

寺
を
経
由
し
た
仏
教
が
初
め
て
伝
来
し
た
時
、
弥
陀
の
仏
像
が
早
く
も
こ
の

日
本
に
請
来
さ
れ
た
。
世
の
人
々
を
救
う
観
音
菩
薩
は
、
化
現
を
聖
徳
太
子

に
託
し
、
四
天
王
寺
の
精
舎
は
台
が
〔
極
楽
の
〕
東
門
と
向
け
合
っ
て
い
る
。

そ
の
関
わ
り
は
互
い
に
合
致
し
て
い
る
の
で
〔
往
生
の
た
め
の
〕
修
行
は
行

『
決
定
往
生
集
』
訳
註
（
六
）

第
六
除
障
決
定
〜
第
七
事
縁
決
定

（
服
部
純
啓
）

一
一
一



64
○底
「
作
」
○寛
○大

○浄
「
佐
」

65
○底
「
彌
陀
」
○寛

「
弥
陀
」

い
〔
や
す
い
〕
だ
ろ
う
。
弥
陀
の
行
者
は
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

66
○底「
萬
」○寛「
万
」

『
雙
巻
經
』
に
云
く
、「
當
來
の
世
、
經
道
滅
盡
せ
ん
に
、

我
、
慈
悲
哀
愍
を
以
て
、
特
り
此
の
經
を
畱
め
て
止
住
す
る

こ
と
百
歳
な
ら
ん
。
其
れ
衆
生
有
り
て
斯
の
經
に
遇
ふ
者
は
、

意
の
所
願
に
隨
ひ
て
皆
得
度
す
べ
し(40
)」

と
。『
義
記
』
に
釋

し
て
云
く
、「
釋
迦
の
正
法
五
百
年
有
り
。
像
法
千
年
、
末

法
萬
66
年
、
一
切
皆
過
ぐ
る
を
、
名
づ
け
て
滅
盡
と
爲
す
。

〈
乃
至
〉
此
の
經
は
人
を
し
て
苦
を
猒
ひ
、
樂
を
求
め
教
む
。

濟
凡
の
中
の
要
な
り
。
是
に
よ
っ
て
後
に
滅
す(41

)」
と
。
又
云

く
、「
法
滅
盡
の
後
、
百
年
に
聞
く
者
、
尚
ほ
利
益
を
得
て

淨
土
に
往
生
す
。
況
や
今
聞
か
ん
者
、
何
ぞ
生
ぜ
ず
こ
と
有

ら
ん
。
唯
佛
畱
め
た
ま
ふ
意
、
明
け
し
。
今
經
を
聞
き
て
、

去
る
こ
と
を
求
む
る
こ
と
有
る
者
は
、
定
ん
で
往
生
を
得
。

自
ら
疑
（
六
十
二
丁
右
）
慮
す
る
こ
と
莫
れ(42

)。」〈
已
上
〉

『
經
』
に
は
「
皆
可
得
度(43

)」
と
云
ひ
、『
記
』
に
は
「
定
得

往
生(44

)」
と
云
ふ
。
以
て
知
ん
ぬ
。
聞
經
の
輩
、
已
に
往
生
の

記
を
得
。
ま
こ
と
に
以
れ
ば
、
西
方
の
教
門
、
運
數
時
に
當

れ
り
。
今
世
の
人
の
如
き
、
深
く
悲
喜
す
べ
し
。
ま
た
我
國

の
蘭
若(45

)・
伽
藍
、
處
處
に
多
く
有
り
。
以
て
身
を
安
ん
ず
べ

『
無
量
寿
経
』
に
い
う
。「
い
ず
れ
来
る
法
滅
の
世
に
は
、
す
べ
て
の
教
え

が
消
滅
し
尽
く
す
だ
ろ
う
が
、
私
は
慈
悲
と
哀
れ
み
の
心
に
よ
っ
て
、
唯
一

こ
の
経
の
み
を
百
年
の
間
〔
こ
の
世
に
〕
留
め
置
こ
う
。
そ
の
時
の
人
々
が

こ
の
経
に
会
え
ば
、
皆
願
っ
た
通
り
に
解
脱
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
」

と
。（
慧
遠
）『
無
量
寿
経
義
疏
』
に
解
釈
し
て
い
う
。「
釈
迦
の
正
法
は
五

百
年
間
存
続
し
て
い
る
。
像
法
は
千
年
、
末
法
は
一
万
年
で
、
す
べ
て
過
ぎ

去
る
こ
と
を
〈
滅
盡
〉
と
す
る
。〈
乃
至
〉
こ
の
経
は
人
々
が
苦
を
厭
い
、

楽
を
求
め
る
よ
う
に
さ
せ
る
。
凡
夫
を
救
う
（
済
度
凡
夫
）
の
〔
教
え
〕
の

中
の
要
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
後
に
消
滅
す
る
」
と
。
ま
た
い
う
。「
教

え
が
滅
び
去
っ
て
後
、
百
年
の
間
に
〔
教
え
を
〕
聞
く
者
で
さ
え
利
益
を
得

て
浄
土
に
往
生
す
る
。
ど
う
し
て
今
〔
教
え
を
〕
聞
く
者
は
往
生
し
な
い
こ

と
が
あ
ろ
う
か
。
た
だ
釈
尊
が
お
留
め
に
な
っ
た
意
図
は
明
ら
か
で
あ
る
。

い
ま
経
を
聞
い
て
、
往
生
を
求
め
る
者
は
、
必
ず
往
生
で
き
る
。
自
ら
疑
っ

て
は
な
ら
な
い
」
と
。〈
以
上
〉『
経
』
に
は
「
皆
覚
り
を
得
る
こ
と
が
で
き

る
」
と
い
い
、（
慧
遠
）『
無
量
寿
経
義
疏
』
に
は
「
必
ず
往
生
で
き
る
」
と

い
う
。
よ
っ
て
、
経
を
聞
く
者
は
す
で
に
往
生
〔
で
き
る
と
い
う
〕
予
告
を

得
た
と
理
解
で
き
る
。
考
え
て
み
る
と
西
方
極
楽
浄
土
へ
の
教
え
は
〔
往
生

す
る
と
い
う
〕
運
命
が
時
代
に
適
応
し
て
い
る
。
今
の
世
の
人
々
は
深
く
喜

佛
教
大
学
法
然
仏
教
学
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
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一
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67
○底
「
詹
」
○大
○浄

「
檐
」

し
。
精
舎
詹
67
を
連
ぬ
。
栖
止
處
有
り
。
浮
圖
影
を
交
へ
、

敬
田
希
な
ら
ず
。

ぶ
が
よ
い
。
ま
た
我
が
国
（
日
本
）
に
は
、
寺
院
や
伽
藍
が
方
々
に
た
く
さ

ん
あ
る
。
そ
こ
に
身
を
落
ち
着
か
せ
よ
。
精
舎
は
軒
を
連
ね
て
い
る
。
住
み

か
は
確
保
さ
れ
て
い
る
。
仏
像
は
影
が
重
な
る
ほ
ど
立
ち
並
び
、〔
三
福
田

の
〕
敬
田
（
三
宝
）
も
珍
し
く
は
な
い
。

68
○底「
眞
」○寛「
真
」

69
○底
「
卽
」
○寛
○浄

「
即
」

然
る
に
『
智
論
』
に
云
く
、「
童
子
沙
を
把
り
て
、
戯
れ

に
世
尊
に
獻
ず
。
施
物
至
り
て
賤
し
く
、
童
子
の
心
薄
け
れ

ど
も
、
福
田
勝
る
る
が
故
に
、
其
の
福
無
邊
な
り(46

)」
と
。
又

言
く
、「
眞
68
佛
お
よ
び
形
像
供
養
の
福
、
卽
69
ち
異
な
る

こ
と
無
し(47

)」
と
。〈
取
意
〉
ま
た
父
母
の
恩
重
し
。
人
皆
こ

れ
を
知
る
。
三
福
の
初
業
、（
六
十
二
丁
左
）
自
ら
以
て
僃

へ
つ
べ
し
。
蓋
し
三
寶
の
德
海
に
は
、
以
て
濟
度
の
船
を
汎

ぶ
べ
し
。
二
親
の
恩
田
に
は
、
以
て
淨
土
の
種
を
殖
ゆ
べ
し
。

衆
緣
自
ら
具
す
。
淨
業
成
じ
易
き
を
や
。

と
こ
ろ
で
『
大
智
度
論
』
に
い
う
。「
童
子
は
砂
を
握
っ
て
た
わ
む
れ
に

釈
尊
に
献
上
し
た
。
施
し
物
は
極
め
て
賤
し
く
、
童
子
の
心
は
深
く
な
い
が
、

（
仏
が
）
勝
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
福
徳
は
限
り
が
な
い
」
と
。
ま
た
い
う
。

「
本
物
の
仏
で
あ
ろ
う
と
、
仏
像
だ
ろ
う
と
供
養
の
福
徳
に
、
差
異
は
無

い
」
と
。〈
取
意
〉
ま
た
父
や
母
へ
の
恩
は
重
い
。
人
々
は
皆
こ
の
こ
と
を

理
解
し
て
い
る
。
三
福
の
初
業
〔
で
あ
る
孝
養
父
母
〕
は
、
お
の
ず
か
ら
備

わ
る
に
ち
が
い
な
い
。
三
宝
の
功
徳
の
海
に
は
、
功
徳
に
よ
っ
て
救
い
の
船

が
浮
か
ぶ
だ
ろ
う
。〔
三
福
田
の
〕
恩
田
に
は
、
孝
養
に
よ
っ
て
、
浄
土

〔
往
生
の
た
め
の
〕
の
種
を
植
え
よ
。
種
々
の
縁
が
お
の
づ
か
ら
具
わ
る
。

そ
の
浄
ら
か
な
業
は
完
成
し
や
す
い
で
あ
ろ
う
。

70
○底「
號
」○寛「
号
」

○大
「
名
」

71
○底
「
至
於
終
」

○大
「
至
終
」

72
○底「
畏
」○大「
思
」

ま
た
此
の
世
に
は
多
く
順
善(48

)の
人
有
り
。
若
し
臨
終
に
於

て
、
來
至
し
て
勸
喩
し
、
信
皷
を
頭
邊
に
打
ち
て
、
佛
號
70

を
耳
底
に
聞
か
せ
し
む
。〈
信
皷
は
磬
の
名
な
り
。
ま
た
は

無
常
の
磬
と
名
づ
く
。〉『
維
摩
の
疏
』
の
第
四
に
云
く
、

「
外
國
の
法
は
、
生
じ
て
從
り
終
り
に
至
る
ま
で
71
、
所
作

の
福
業
、
一
一
に
書
記
し
て
、
將
に
終
ら
ん
と
す
る
の
時
、

傍
人
を
し
て
爲
に
説
か
し
め
、
其
れ
を
し
て
福
を
恃
み
て
心

に
憂
畏
72
せ
ず
、
淨
命
を
念
ぜ
し
む(49

)。」〈
已
上
〉『
四
分
律

ま
た
こ
の
世
に
は
、
素
直
で
善
良
な
人
が
多
い
。
臨
終
の
時
に
は
〔
善
知

識
〕
が
や
っ
て
き
て
、〔
教
え
を
〕
勧
め
、
信
皷
を
頭
の
あ
た
り
で
打
ち
鳴

ら
し
、
仏
の
御
名
を
耳
の
奥
底
に
聞
か
せ
る
。〈
信
鼓
と
は
磬
の
名
称
で
あ

る
。
ま
た
は
無
常
の
磬
と
名
付
け
る
。〉〔
吉
蔵
〕
の
『
維
摩
経
義
疏
』
の
第

四
に
い
う
。「
印
度
の
習
慣
で
は
、
生
ま
れ
て
か
ら
命
が
終
る
ま
で
お
こ
な

っ
た
福
業
を
一
つ
一
つ
書
き
記
し
、
ま
さ
に
命
尽
き
よ
う
と
す
る
時
、
傍
ら

の
人
が
本
人
の
た
め
に
読
み
上
げ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
福
徳
を
頼
み
と
し
て
、

心
に
憂
い
や
畏
れ
を
抱
か
せ
ず
、
維
摩
の
名
を
念
じ
さ
せ
る
。」〈
以
上
〉

『
決
定
往
生
集
』
訳
註
（
六
）
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73
○底
「
鈔
」
○寛
○大

○浄
「
抄
」

鈔
73
』
こ
れ
に
同
じ
。
誠
に
是
れ
善
知
識
と
は
是
れ
大
因
緣

な
り
。

『
四
分
律
鈔
』
は
こ
れ
と
同
様
で
あ
る
。
間
違
い
な
く
善
知
識
は
、
大
い
な

る
因
縁
で
あ
る
。

問
ふ
。
ま
さ
に
（
六
十
三
丁
右
）
云
何
ん
が
善
知
識
を
得

る
や
。

【
問
】
問
う
。
ど
う
す
れ
ば
善
知
識
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。

74
○底「
華
」○大「
花
」

75
○底「
眞
」○寛「
真
」

76
○底「
咒
」○大「
呪
」

77
○底
「
涅
槃
經
」

○寛
「
菩
薩
經
」

答
ふ
。『
法
華
74
經
』
に
云
く
、「
善
根
を
種
ゆ
る
が
故
に

世
世
に
善
知
識
を
得(50

)」
と
。『
大
般
若
』
に
云
く
、〈
五
百
七

十
二
〉「
正
信
流
出
し
て
眞
75
の
善
友
を
得(51
)」

と
。〈
已
上
〉

又
親
友
有
り
。
其
の
亡
者
の
爲
に
福
業
を
修
す
る
が
故
に
、

苦
難
を
脱
し
て
淨
土
に
往
生
せ
し
む
。
彼
の
『
隨
願
往
生

經
』
に
説
く
が
如
し
。
又
元
曉
の
云
く
、「
光
明
眞
言
を
以

て
彼
の
土
沙
を
咒
76
し
て
、
墳
墓
の
上
に
置
け
ば
亡
者
を
し

て
解
脱
せ
し
む
。
他
作
自
受
の
理
無
し
と
雖
も
、
緣
起
難
思

の
力
有
り(52

)。」〈
自
他
の
緣
力
、
互
相
に
資
助
す
る
こ
と
『
涅

槃
經
』
77
及
び
『
婆
娑
』
等
に
見
え
た
り
。〉
事
緣
決
定
略

し
て
云
ふ
こ
と
斯
の
如
し
。（
六
十
三
丁
左
）

【
答
】
答
え
る
。『
法
華
経
』
に
い
う
。「
善
根
を
植
え
る
か
ら
〔
過
去
・

現
在
・
未
来
の
〕
三
世
で
善
知
識
を
得
る
」
と
。『
大
般
若
』
に
い
う
。〈
巻

五
百
七
十
二
〉「
正
信
が
流
れ
出
て
真
の
善
知
識
を
得
る
」
と
。〈
以
上
〉
ま

た
親
友
が
い
る
。
そ
の
亡
者
の
た
め
に
福
業
を
修
め
る
の
で
、
苦
難
を
逃
れ

て
浄
土
に
往
生
さ
せ
る
。
か
の
『
隨
願
往
生
経
』
に
説
か
れ
て
い
る
通
り
で

あ
る
。
ま
た
元
曉
が
い
う
。「
光
明
真
言
に
よ
っ
て
か
の
土
砂
を
加
持
し
て
、

埋
葬
し
た
墓
の
上
に
置
け
ば
、
そ
の
亡
者
を
解
脱
さ
せ
る
。
他
作
自
受
の
道

理
は
な
い
け
れ
ど
も
、
縁
起
に
は
は
か
り
知
れ
な
い
力
が
あ
る
。〈
自
他
の

縁
力
が
互
い
に
助
け
合
う
こ
と
に
つ
い
て
は
『
涅
槃
経
』
や
『
婆
娑
経
』
等

に
み
ら
れ
る
。〉
事
縁
決
定
の
あ
ら
か
た
を
述
べ
る
と
こ
の
通
り
で
あ
る
。

【
註
記
】

(1
)
吉
蔵
『
観
無
量
寿
経
義
疏
』（『
大
正
蔵
』
三
七
、
二
三
八
頁
下
十
六
行
〜
十
九

行
・『
浄
全
』
五
、
三
三
六
頁
上
十
五
行
〜
十
七
行
）

(2
)
『
観
無
量
寿
経
』（『
大
正
蔵
』
十
二
、
三
四
六
頁
中
十
〜
十
二
行
・『
浄
全
』
一
、

二
〜
三
行
）

(3
)
『
観
無
量
寿
経
』（『
大
正
蔵
』
十
二
・
三
四
六
頁
上
十
九
〜
二
十
行
・『
浄
全
』

一
、
五
〇
頁
八
行
）

(4
)
吉
蔵
『
観
無
量
寿
経
義
疏
』（『
大
正
蔵
』
三
七
、
二
四
二
頁
下
二
一
行
・『
浄

全
』
五
、
三
四
五
頁
上
十
〜
十
一
行
）

(5
)
懐
感
『
釈
浄
土
群
疑
論
』
に
は
該
当
す
る
一
節
は
確
認
で
き
な
い
。
善
導
『
観

念
法
門
』（『
大
正
蔵
』
四
七
、
二
四
頁
下
十
〜
十
一
行
・『
浄
全
』
四
、
二
二
七

頁
下
五
〜
六
行
）
に
は
珍
海
の
引
用
と
同
様
の
文
が
確
認
で
き
る
。

佛
教
大
学
法
然
仏
教
学
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要

第
一
〇
号

一
一
四



(6
)
『
般
舟
三
昧
経
』
に
お
け
る
典
拠
は
不
明
。
善
導
『
観
念
法
門
』（『
大
正
蔵
』

四
七
、
二
五
頁
中
二
一
〜
二
三
行
・『
浄
全
』
四
、
二
二
九
頁
下
十
五
〜
十
七
行
）

で
は
、「
護
持
品
」
と
説
示
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
現
「
擁
護
品
」
の
取
意

文
で
あ
ろ
う
。

(7
)
『
十
往
生
経
』
に
お
け
る
典
拠
は
不
明
。
但
し
、
善
導
『
観
念
法
門
』（『
大
正
』

四
七
、
二
五
頁
中
五
〜
七
行
・『
浄
全
』
四
、
二
二
九
頁
上
一
〜
四
行
）
に
同
様

の
引
文
が
確
認
で
き
る
。

(8
)
善
導
『
観
念
法
門
』（『
大
正
蔵
』
四
七
、
二
五
頁
中
五
〜
八
行
・『
浄
全
』
四
、

二
二
九
頁
上
、
一
〜
四
行
）

(9
)
『
観
無
量
寿
経
』（『
大
正
蔵
』
十
二
、
三
四
四
頁
上
十
二
行
・『
浄
全
』
一
、
四

五
頁
四
行
）

(10
)
『
佛
説
十
二
佛
名
神
呪
校
量
功
徳
除
障
滅
罪
經
』（『
大
正
蔵
』
二
一
、
八
六
二

頁
中
二
二
〜
二
三
行
）

(11
)
択
瑛
：（
一
〇
四
五
〜
一
〇
九
九
）
北
宋
時
代
の
天
台
宗
の
僧
。

(12
)
十
乗
理
観
（
十
乗
観
法
）：
天
台
宗
に
お
い
て
円
頓
止
観
を
行
う
に
あ
た
っ
て

そ
の
軌
範
と
す
る
十
種
の
観
想
方
法
。
①
不
思
議
境
、
②
真
正
菩
提
心
、
③
善
巧

安
心
止
観
、
④
破
法
遍
、
⑤
識
通
塞
、
⑥
道
品
調
適
、
⑦
対
治
助
開
、
⑧
知
次
位
、

⑨
能
安
忍
、
⑩
無
法
愛
。

(13
)
原
文
で
は
「
猶
ヲ
」
と
な
っ
て
い
る
が
読
み
か
え
た
。

(14
)
典
拠
不
明
。

(15
)
懐
感
『
釈
浄
土
群
疑
論
』（『
大
正
蔵
』
四
七
、
四
三
頁
下
十
七
行
〜
四
四
頁
上

八
行
・『
浄
全
』
六
、
三
四
頁
上
十
一
〜
下
十
一
行
）

(16
)
慧
遠
『
無
量
寿
経
義
疏
』（『
大
正
蔵
』
三
七
、
一
〇
七
頁
中
七
〜
八
行
・『
浄

全
』
五
、
三
六
頁
上
五
〜
七
行
）

(17
)
憬
興
『
無
量
寿
経
連
義
述
文
賛
』（『
大
正
蔵
』
三
七
、
一
五
一
頁
下
十
九
〜
二

〇
行
・『
浄
全
』
五
、
一
三
二
頁
上
五
〜
六
行
）
に
は
、「
有
説
若
宿
世
中
、
無
道

機
者
、
既
作
五
逆
終
無
生
理
。」
と
あ
り
、
慧
遠
『
観
経
義
疏
』（『
大
正
蔵
』
三

七
、
一
八
六
頁
上
一
〜
二
行
・『
浄
全
』
五
、
一
九
八
頁
下
一
〜
二
行
）
に
は

「
若
是
宿
世
無
道
根
者
、
現
造
五
逆
終
無
生
理
。」
と
あ
る
。

(18
)
原
文
「
依
テ
」
を
「
依
カ
」
と
訂
正
し
て
読
ん
だ
。

(19
)
慧
遠
『
観
無
量
寿
経
義
疏
』（『
大
正
蔵
』
三
七
、
一
八
四
頁
下
三
〜
四
行
・

『
浄
全
』
五
、
一
九
五
頁
下
八
〜
九
行
）

(20
)
慧
遠
『
観
無
量
寿
経
義
疏
』（『
大
正
蔵
』
三
七
、
一
八
六
頁
上
二
行
・『
浄
全
』

五
、
一
九
八
頁
下
二
行
）

(21
)
内
容
を
理
解
す
る
た
め
、
便
宜
上
【
問
】
と
記
し
た
。

(22
)
内
容
を
理
解
す
る
た
め
、
便
宜
上
【
答
】
と
記
し
た
。

(23
)
吉
蔵
『
観
無
量
寿
経
義
疏
』（『
大
正
蔵
』
三
七
、
二
四
五
頁
中
三
行
〜
八
行
・

『
浄
全
』
五
、
三
五
〇
頁
下
二
一
〜
二
五
行
）

(24
)
『
観
無
量
寿
経
』（『
大
正
蔵
』
十
二
、
三
四
六
頁
上
十
三
行
・『
浄
全
』
一
、
五

〇
頁
五
行
）

(25
)
懐
感
『
釈
浄
土
群
疑
論
』（『
大
正
蔵
』
四
七
、
四
一
頁
下
二
一
〜
二
二
行
・

『
浄
全
』
六
、
二
九
頁
下
一
〇
行
）

(26
)
『
観
仏
三
昧
海
経
』（『
大
正
蔵
』
十
五
、
六
八
七
頁
中
十
五
〜
十
八
行
）「
謗
方

等
經
作
五
逆
罪
、
犯
四
重
禁
偸
僧
祇
物
、
婬
比
丘
尼
破
八
戒
齋
、
作
諸
惡
事
種
種

邪
見
。
如
是
等
人
、
若
能
至
心
一
日
一
夜
係
念
在
前
、
觀
佛
如
來
一
相
好
者
、
諸

惡
罪
障
皆
悉
滅
盡
。」
の
取
意
文
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

(27
)
慧
遠
『
観
経
義
疏
』（『
大
正
蔵
』
三
七
、
一
八
六
頁
上
四
〜
五
頁
・『
浄
全
』

五
、
一
九
八
頁
下
四
行
）

(28
)
吉
蔵
『
観
経
義
疏
』（『
大
正
蔵
』
三
七
、
二
四
五
頁
中
四
行
・『
浄
全
』
五
、

五
三
〇
頁
下
四
〜
五
行
）

(29
)
吉
蔵
『
観
経
義
疏
』（『
大
正
蔵
』
三
七
、
二
四
五
頁
中
七
〜
八
行
・『
浄
全
』

五
、
三
五
〇
頁
下
七
〜
八
行
）

(30
)
『
無
量
寿
経
』（『
大
正
蔵
』
十
二
、
二
七
〇
頁
中
四
〜
六
行
・『
浄
全
』
一
、
十

三
頁
九
〜
十
行
）

(31
)
『
大
乘
悲
分
陀
利
経
』（『
大
正
蔵
』
三
、
二
五
〇
頁
上
二
五
〜
二
八
行
）

(32
)
「
事
」：
具
体
的
な
行
為
。「
縁
」：
結
果
を
引
き
起
こ
す
因
・
認
識
の
対
象
。

(33
)
道
綽
『
安
楽
集
』（『
大
正
蔵
』
四
七
、
十
頁
上
七
〜
十
行
・『
浄
全
』
一
、
六

八
五
頁
上
十
四
〜
十
六
行
）

『
決
定
往
生
集
』
訳
註
（
六
）

第
六
除
障
決
定
〜
第
七
事
縁
決
定

（
服
部
純
啓
）

一
一
五



(34
)
閻
浮
提
：
須
弥
山
の
南
部
に
位
置
す
る
人
間
が
住
む
四
大
洲
の
一
つ
。
四
大
洲

に
は
東
勝
身
洲
（
弗
婆
提
）・
南
贍
部
洲
（
閻
浮
提
）・
西
牛
貨
洲
（
瞿
陀
尼
）・

北
俱
盧
洲
（
鬱
単
越
）
が
あ
る
。

(35
)
賢
劫
：
現
在
賢
劫
の
こ
と
。
過
去
荘
厳
劫
・
未
来
星
宿
劫
に
対
し
、
現
在
の
一

大
劫
で
千
仏
の
賢
聖
が
出
世
す
る
時
分
を
い
う
。

(36
)
『
随
願
往
生
経
』
の
典
拠
不
明
。

(37
)
『
大
宝
積
経
無
量
寿
如
来
会
』（『
大
正
蔵
』
十
一
、
九
八
頁
中
二
七
〜
二
八
行
）

(38
)
後
漢
明
帝
の
仏
教
伝
来
に
関
す
る
感
夢
求
法
説
話
に
基
づ
き
、
洛
陽
に
建
立
さ

れ
た
寺
院
。

(39
)
上
宮
：
聖
徳
太
子
の
こ
と
。

(40
)
『
無
量
寿
経
』（『
大
正
蔵
』
十
二
、
二
七
九
頁
上
十
一
〜
十
三
行
・『
浄
全
』
一
、

三
六
頁
二
〜
三
行
）

(41
)
慧
遠
『
無
量
寿
経
義
疏
』（『
大
正
蔵
』
三
七
、
一
一
六
頁
上
十
六
〜
十
八
行
・

『
浄
全
』
五
、
五
四
頁
下
十
一
〜
十
六
）

(42
)
慧
遠
『
無
量
寿
経
義
疏
』（『
大
正
蔵
』
三
七
、
一
一
六
頁
上
二
四
〜
二
六
行
・

『
浄
全
』
五
、
五
四
頁
下
十
七
〜
五
五
頁
上
二
行
）

(43
)
『
無
量
寿
経
』（『
大
正
蔵
』
十
二
、
二
七
九
頁
上
十
三
行
・『
浄
全
』
一
、
三
六

頁
三
行
）

(44
)
慧
遠
『
無
量
寿
経
義
疏
』（『
大
正
蔵
』
三
七
、
一
一
六
頁
上
二
六
行
・『
浄
全
』

五
、
五
五
頁
上
二
行
）

(45
)
蘭
若
：
人
里
を
離
れ
た
、
仏
道
修
行
に
適
し
た
場
所
。
す
な
わ
ち
寺
院
の
こ
と

を
指
す
。

(46
)
『
大
智
度
論
』
典
拠
不
明
。

(47
)
『
大
智
度
論
』
典
拠
不
明
。

(48
)
本
稿
で
は
「
純
善
」
の
こ
と
で
あ
る
と
判
断
し
た
。

(49
)
吉
蔵
『
維
摩
経
義
疏
』（『
大
正
蔵
』
三
八
、
九
五
八
頁
上
十
六
〜
十
七
行
）

(50
)
『
妙
法
蓮
華
経
』（『
大
正
蔵
』
九
、
六
〇
頁
下
六
〜
七
行
）

(51
)
『
大
般
若
波
羅
蜜
多
経
』（『
大
正
蔵
』
七
、
九
五
四
頁
上
二
五
〜
二
六
行
）

(52
)
元
暁
『
遊
心
安
楽
道
』
典
拠
不
明
。

佛
教
大
学
法
然
仏
教
学
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要

第
一
〇
号

一
一
六



（55丁右）

『
決
定
往
生
集
』
訳
註
（
六
）

第
六
除
障
決
定
〜
第
七
事
縁
決
定

（
服
部
純
啓
）

一
一
七



（55丁左）

佛
教
大
学
法
然
仏
教
学
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要

第
一
〇
号

一
一
八



（56丁右）

『
決
定
往
生
集
』
訳
註
（
六
）

第
六
除
障
決
定
〜
第
七
事
縁
決
定

（
服
部
純
啓
）

一
一
九



（56丁左）

佛
教
大
学
法
然
仏
教
学
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要

第
一
〇
号

一
二
〇



（57丁右）

『
決
定
往
生
集
』
訳
註
（
六
）

第
六
除
障
決
定
〜
第
七
事
縁
決
定

（
服
部
純
啓
）

一
二
一



（57丁左）

佛
教
大
学
法
然
仏
教
学
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要

第
一
〇
号

一
二
二



（58丁右）

『
決
定
往
生
集
』
訳
註
（
六
）

第
六
除
障
決
定
〜
第
七
事
縁
決
定

（
服
部
純
啓
）

一
二
三



（58丁左）

佛
教
大
学
法
然
仏
教
学
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要

第
一
〇
号

一
二
四



（59丁右）

『
決
定
往
生
集
』
訳
註
（
六
）

第
六
除
障
決
定
〜
第
七
事
縁
決
定

（
服
部
純
啓
）

一
二
五



（59丁左）

佛
教
大
学
法
然
仏
教
学
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要

第
一
〇
号

一
二
六



（60丁右）

『
決
定
往
生
集
』
訳
註
（
六
）

第
六
除
障
決
定
〜
第
七
事
縁
決
定

（
服
部
純
啓
）

一
二
七



（60丁左）

佛
教
大
学
法
然
仏
教
学
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要

第
一
〇
号

一
二
八



（61丁右）

『
決
定
往
生
集
』
訳
註
（
六
）

第
六
除
障
決
定
〜
第
七
事
縁
決
定

（
服
部
純
啓
）

一
二
九



（61丁左）

佛
教
大
学
法
然
仏
教
学
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要

第
一
〇
号

一
三
〇



（62丁右）

『
決
定
往
生
集
』
訳
註
（
六
）

第
六
除
障
決
定
〜
第
七
事
縁
決
定

（
服
部
純
啓
）

一
三
一



（62丁左）

佛
教
大
学
法
然
仏
教
学
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要

第
一
〇
号

一
三
二



（63丁右）

『
決
定
往
生
集
』
訳
註
（
六
）

第
六
除
障
決
定
〜
第
七
事
縁
決
定

（
服
部
純
啓
）

一
三
三


